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武
豊
「
鳳
翔
閣
」
碑
に
つ
い
て
（
修
訂
版
）

整
理
番
号

題
額

題
額
揮
毫

碑
記
撰
文

碑
記
揮
毫

愛
知
○
一

鳳
翔
閣

東
郷
平
八
郎

阪
本
釤
之
助

大
島
德
太
郎

鐫
刻

撰
文
建
碑
年

住
所

場
所

備
考

―

一
九
二
○
・
大
正
九

愛
知
県
武
豊
町
長
尾
山

武
豊
町
役
場

一
．
は
じ
め
に

本
石
碑
は
、
明
治
二
○
年
に
、
明
治
天
皇
が
愛
知
県
武
豊
の
地
に
行
幸
し
た
際
に
、
行
在
所
と
し
て
提

供
さ
れ
た
「
鳳
翔
閣
」
を
紀
念
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
鳳
翔
閣
」
は
、
も
と
は
長
尾
山
と
い
う
、
知
多
湾

に
面
し
た
標
高
三
二
㍍
あ
ま
り
の
小
山
に
建
て
ら
れ
て
い
た
。
戦
後
、
長
尾
山
は
、
山
ご
と
削
り
取
ら
れ

て
、
海
岸
埋
め
立
て
の
た
め
に
海
中
に
投
じ
ら
れ
て
、
現
在
起
伏
は
全
く
な
い
。
そ
の
跡
地
に
「
長
尾
山
」

の
字
が
当
て
ら
れ
、
町
役
場
が
建
っ
て
い
る
。
石
碑
は
役
場
の
前
庭
に
立
つ
。

建
碑
は
、
大
正
九
年
で
、
碑
記
に
は
、
明
治
二
四
年
の
大
正
天
皇
（
当
寺
東
宮
）
の
「
鳳
翔
閣
」
来
訪

と
記
念
植
樹
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。

■
写
真
１

「
鳳
翔
閣
」
碑
正
面

■
写
真
２

「
鳳
翔
閣
」
碑
背
面
碑
記
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■
写
真
３

「
鳳
翔
閣
」
碑
配
置
：
手
前
が
「
長
尾
山
と
鳳
翔
閣
」
碑
、
奥
に
「
鳳
翔
閣
」
碑
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二
．
翻
刻
並
に
訳
注

■
翻
刻

（
正
面
）

◎
題
辞

鳳

翔

閣

元
帥
伯
爵
東
郷
平
八
郎
書

（
背
面
）

◎
碑
記
（
「
天
皇
」
等
の
皇
室
関
連
の
語
が
行
頭
に
来
る
よ
う
に
、
改
行
し
て
い
る
）

明
治
二
十
年
二
月
陸
海
軍
講
武
于
尾
參
之
間
二

十
三
日

天
皇

皇
后
親
臨
觀
之
郷
人
澤
田
儀
左
衞
門
與
同
志
胥

謀
築
閣
于
武
豐
港
西
山
上
以
奉
迎
焉
是
爲
鳳
翔

閣今
上
在
東
宮
之
日
巡
南
勢
還
而
駐
鶴
駕
于
此
即

二
十
四
年
八
月
二
十
日
也
山
上
有
二
松
樹
一
則

熾
仁
親
王
扈
縱
承

旨
所
栽
一
則

東
宮
所
親
栽
云
幹
枝
長
茂
見

皇
澤
之
霑
被
于
無
彊
矣

大
正
九
年
八
月

貴
族
院
議
員
正
四
位
勲
二
等
阪
本
釤
之
助
撰

從
七
位
大
島
德
太
郎
書

■
訳
注

◎
碑
記

●
本
文
（
い
わ
ゆ
る
旧
字
体
と
し
、
一
行
毎
に
改
行
し
た
）
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明
治
二
十
年
二
月
、
陸
海
軍
講
武
于
尾
參
之
間
。

二
十
三
日
、
天
皇
皇
后
親
臨
觀
之
。

郷
人
澤
田
儀
左
衞
門
、
與
同
志
胥
謀
、
築
閣
于
武
豐
港
西
山
上
、
以
奉
迎
焉
。

是
爲
鳳
翔
閣
。

今
上
在
東
宮
之
日
、
巡
南
勢
、
還
而
駐
鶴
駕
于
此
。

即
二
十
四
年
八
月
二
十
日
也
。

山
上
有
二
松
樹
。

一
則
熾
仁
親
王
扈
縱
承
旨
所
栽
、
一
則
東
宮
所
親
栽
云
。

幹
枝
長
茂
、
見
皇
澤
之
霑
、
被
于
無
彊
矣
。

大
正
九
年
八
月

貴
族
院
議
員
正
四
位
勲
二
等
阪
本
釤
之
助
撰

從
七
位
大
島
德
太
郎
書

●
訓
訳

明
治
二
十
年
二
月
、
陸
海
軍
武
を
尾
參
の
間
に
講
ず
。

二
十
三
日
、
天
皇
皇
后
親
し
く
之
を
臨
觀
す
。

郷
人
澤
田
儀
左
衞
門
、
同
志
と
胥
に
謀
り
、
閣
を
武
豐
港
西
山
の
上
に
築
き
、
以
て
焉
を
奉
迎
す
。

と
も

是
れ
鳳
翔
閣
た
り
。

今
上
東
宮
に
在
り
し
の
日
、
南
勢
を
巡
り
、
還
り
て
鶴
駕
を
此
に
駐
す
。

即
ち
二
十
四
年
八
月
二
十
日
な
り
。

山
上
に
二
松
樹
有
り
。

一
は
則
ち
熾
仁
親
王
扈
縱
し
て
旨
を
承
け
て
栽
す
る
所
に
し
て
、
一
は
則
ち
東
宮
の
親
し
く
栽
す
る
所
と

云
ふ
。

幹
枝
長
茂
し
、
皇
澤
の

霑

ひ
、
無
彊
を
被
ふ
を
見
る
。

う
る
ほ

お
ほ

大
正
九
年
八
月

貴
族
院
議
員
正
四
位
勲
二
等
阪
本
釤
之
助
撰
す

從
七
位
大
島
德
太
郎
書
す

●
人
物

○
天
皇

明
治
天
皇
。
諱
は
睦

仁
。
幼
名
祐

宮
。
孝
明
天
皇
の
第
二
子
。
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年

む
つ
ひ
と

さ
ち
の
み
や

か
ら
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
。
一
八
六
七
年
即
位
。
武
豊
行
幸
時
は
、
三
六
歳
。

○
皇
后

昭
憲
皇
太
后
。
諱
は
勝
子
、
の
ち
に
美
子
。
左
大
臣
一
条
忠
香
の
三
女
。
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）

ま
さ
こ

は
る
こ

年
か
ら
大
正
三
（
一
九
一
二
）
年
。
明
治
元
（
一
八
六
九
）
年
、
入
内
し
て
立
皇
后
。
武
豊
行
啓
時
は
、

三
九
歳
。

○
今
上

大
正
天
皇
。
諱
は
嘉

仁
。
幼
名
明

宮
。
明
治
天
皇
の
第
三
皇
子
（
兄
ふ
た
り
は
早
逝
）
。

よ
し
ひ
と

は
る
の
み
や

明
治
一
二
（
一
八
七
九
）
年
か
ら
大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
。
明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
立
太
子
、

大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
即
位
。
武
豊
行
啓
時
は
、
一
二
歳
。

○
熾

仁
親
王

天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
か
ら
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
。
有
栖
川
宮
家
の
長
子
と

た
る
ひ
と

し
て
生
ま
れ
た
が
、
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
に
親
王
と
な
り
熾
仁
と
称
し
た
。
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
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年
の
王
政
復
古
で
は
、
最
高
職
の
総
裁
と
な
り
、
戊
辰
戦
争
で
は
東
征
大
総
督
と
し
て
、
薩
長
連
合
軍
を

「
朝
廷
」
の
軍
隊
と
し
て
飾
り
立
て
た
。
維
新
政
権
で
は
、
福
岡
県
知
事
や
元
老
院
議
長
な
ど
を
つ
と
め

た
。
東
宮
で
あ
っ
た
大
正
天
皇
に
扈
従
し
て
武
豊
を
訪
れ
た
の
は
、
五
七
歳
の
時
。

○
東
郷
平
八
郎

弘
化
四
（
一
八
四
八
）
年
か
ら
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
。
明
治
四
○
（
一
九
○
七
）

年
に
伯
爵
、
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
に
元
帥
。

○
阪
本
釤
之
助

安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
か
ら
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
。
愛
知
県
鳴
尾
村
（
現
名

古
屋
市
）
生
。
内
務
官
僚
等
を
経
て
、
福
井
県
知
事
等
を
歴
任
、
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
か
ら
大
正

六
年
ま
で
名
古
屋
市
長
を
つ
と
め
た
。
同
年
八
月
二
四
日
か
ら
貴
族
院
議
員
（
大
正
一
三
（
一
九
三
四
）

年
ま
で
）。
撰
文
し
た
の
は
、
名
古
屋
市
長
を
や
め
た
の
ち
の
、
貴
族
院
議
員
時
代
の
よ
う
で
あ
る
。

○
大
島
德
太
郎

生
年
不
詳
。
没
年
昭
和
一
八
（
一
九
三
三
）
年
。
壮
年
よ
り
愛
知
県
庁
に
勤
務
し
、
書

に
関
す
る
仕
事
を
し
て
い
た
。
退
官
後
は
専
ら
書
家
と
し
て
活
動
。
号
は
君
川
。

○
澤
田
儀
左
衞
門

不
詳
。
成
田
新
左
衛
門
「
武
豊
行
在
所
」
に
よ
れ
ば
、
西
浦
町
古
場
（
現
常
滑
市
）

の
素
封
家
で
、
鳳
翔
閣
改
築
に
力
が
あ
っ
た
と
い
う
。

●
注

○
明
治
二
十
年

西
暦
一
八
八
七
年
。

○
講
武

武
術
の
訓
練
を
す
る
。
陸
海
軍
大
演
習
を
指
す
。

○
尾
參

尾
張
と
三
河
、
愛
知
県
。

○
郷
人

そ
の
土
地
の
人
。

○
南
勢

伊
勢
国
南
部
。
具
体
的
に
は
、
伊
勢
神
宮
至
近
の
、
東
二
見
村
で
、
伊
勢
神
宮
賓
客
の
休
憩
・

宿
泊
所
と
し
て
設
け
ら
れ
た
「
賓
日
楼
」
を
指
す
。
「
三
．
解
説
」
参
照
。

○
鶴
駕

皇
太
子
の
乗
る
車
。

○
二
十
四
年

明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年
。

○
皇
澤

天
子
の
め
ぐ
み
。

○
無
彊

無
疆
に
同
じ
。
無
窮
。
か
ぎ
り
が
な
い
、
際
限
が
な
い
。

○
大
正
九
年

西
暦
一
九
二
○
年
。

●
口
語
訳

【
明
治
天
皇
の
武
豊
行
幸
と
鳳
翔
閣
】

明
治
二
○
年
二
月
、
帝
国
陸
海
軍
は
、
尾
張
三
河
と
い
っ
た
愛
知
県
に
お
い
て
大
演
習
を
行
っ
た
。

同
月
二
三
日
、
天
皇
と
皇
后
は
、
知
多
湾
で
展
開
さ
れ
て
い
る
陸
海
軍
大
演
習
を
閲
兵
、
観
覧
さ
れ
た
。

こ
れ
に
先
立
ち
、
武
豊
の
人
澤
田
儀
左
衞
門
は
同
志
と
は
か
り
、
知
多
湾
武
豊
港
の
西
山
の
上
に
館
閣
を

築
き
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
を
お
迎
え
す
る
こ
と
と
し
た
。

こ
れ
が
鳳
翔
閣
で
あ
る
。

【
大
正
天
皇
皇
太
子
時
代
の
行
啓
と
植
樹
】

今
上
陛
下
（
大
正
天
皇
）
が
皇
太
子
で
あ
ら
れ
た
時
、
伊
勢
南
部
を
巡
幸
さ
れ
、
そ
の
帰
途
に
武
豊
の
地

の
鳳
翔
閣
で
お
休
み
に
な
っ
た
。

明
治
二
四
年
八
月
二
○
日
の
こ
と
で
あ
る
。

鳳
翔
閣
の
あ
る
長
尾
山
の
山
上
に
二
本
の
松
の
樹
が
あ
る
。

そ
の
う
ち
の
一
本
は
、
皇
太
子
に
扈
従
し
て
い
た
熾
仁
親
王
が
、
皇
太
子
の
命
を
う
け
て
植
栽
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
も
う
一
本
は
、
皇
太
子
が
御
手
ず
か
ら
植
栽
さ
れ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
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そ
の
松
の
樹
は
、
幹
も
枝
も
長
く
伸
び
て
茂
り
、
ゆ
た
か
な
天
皇
の
め
ぐ
み
が
、
限
り
な
く
世
界
を
被
い
、

恩
沢
を
行
き
渡
ら
せ
て
い
る
の
を
象
徴
し
て
い
る
。

【
記
録
】

大
正
九
年
八
月

貴
族
院
議
員
正
四
位
勲
二
等
阪
本
釤
之
助
が
撰
文
し
た

從
七
位
大
島
德
太
郎
が
書
し
た

三
．
解
説

（
一
）
明
治
二
○
年
陸
海
軍
大
演
習
と
天
皇
皇
后
の
臨
観

「
鳳
翔
閣
」
碑
の
あ
る
愛
知
県
武
豊
町
は
、
知
多
半
島
の
中
程
、
東
側
の
知
多
湾
に
面
し
て
お
り
、
現

在
名
古
屋
か
ら
電
車
で
一
時
間
程
度
。
今
は
名
古
屋
工
業
地
帯
の
一
部
を
な
し
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
以

来
、
港
湾
都
市
と
し
て
栄
え
て
い
た
。

こ
の
武
豊
に
明
治
天
皇
の
行
幸
が
あ
っ
た
の
は
、
明
治
二
○
（
一
八
八
七
）
年
、
第
八
次
の
近
畿
東
海

方
面
巡
幸
の
途
次
で
あ
っ
た
。

こ
の
年
は
、
父
親
の
孝
明
天
皇
の
二
十
年
忌
に
あ
た
り
、
京
都
で
二
十
年
祭
が
挙
行
さ
れ
た
。
天
皇
は

皇
后
と
と
も
に
京
都
に
赴
き
祭
祀
を
執
り
行
っ
た
後
、
武
豊
の
長
尾
山
で
陸
海
軍
の
対
抗
演
習
を
観
覧
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

長
尾
山
は
当
時
は
標
高
三
二
㍍
程
度
の
丘
で
見
晴
ら
し
が
よ
く
、
知
多
湾
を
俯
瞰
で
き
た
と
い
う
。
こ

こ
に
は
、
も
と
も
と
県
会
議
長
端
山
忠
左
衛
門
の
控
家
（
別
荘
）
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
が
、
亀
崎
町
で

望
洲
楼
と
い
う
料
亭
を
営
ん
で
い
た
成
田
新
左
衛
門
が
こ
れ
を
購
入
し
、
望
洲
楼
の
支
店
と
す
る
べ
く
改

築
を
し
て
い
た
。
そ
こ
へ
、
宮
内
省
か
ら
普
請
を
延
期
せ
よ
と
の
命
令
が
あ
り
、
愛
知
県
知
事
ら
が
来
豊

し
て
、
そ
の
建
物
を
行
在
所
と
す
る
と
の
指
示
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
改
築
を
変
更
し
、
天
皇
の
滞
在
に
便

に
な
る
よ
う
洋
装
に
変
え
、
二
階
を
広
間
に
し
て
天
皇
の
玉
座
を
置
き
、
一
階
の
見
晴
ら
し
の
よ
い
部
屋

を
随
行
の
有
栖
川
宮
殿
下
の
居
間
と
し
た
。

ま
た
天
皇
の
演
習
観
覧
の
便
の
た
め
、
丘
の
上
に
「
観
兵
台
」
を
設
け
、
御
野
立
所
と
し
た
。

二
三
日
当
日
、
天
皇
は
名
古
屋
か
ら
汽
車
で
南
に
下
り
、
武
豊
村
（
当
時
）
の
道
崎
仮
停
車
場
で
下
車
。

長
尾
山
の
鳳
翔
閣
に
赴
く
。
こ
こ
で
休
憩
し
、
昼
食
を
摂
っ
た
後
、
御
野
立
所
へ
赴
き
、
眼
下
で
展
開
さ

れ
て
い
る
演
習
を
観
覧
し
た
。
午
後
三
時
に
は
丘
を
下
っ
て
道
崎
仮
停
車
場
か
ら
出
発
し
、
三
時
半
に
は

武
豊
港
か
ら
軍
艦
浪
速
に
乗
船
し
て
、
海
路
東
京
へ
向
か
っ
た
。

天
皇
の
鳳
翔
閣
滞
在
は
短
時
間
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
有
栖
川
宮
は
武
豊
に
留
ま
り
、
鳳
翔
閣
に
一

泊
し
た
。
ま
た
海
軍
の
艦
隊
は
こ
の
の
ち
一
週
間
ほ
ど
武
豊
に
停
泊
し
て
お
り
、
伊
東
祐
享
少
将
は
望
洲

楼
に
滞
在
し
つ
つ
、
毎
日
武
豊
鳳
翔
閣
へ
通
っ
て
、
海
軍
の
演
習
を
観
覧
し
た
り
、
湾
の
景
色
を
楽
し
ん

だ
と
い
う
。

こ
の
行
在
所
の
施
設
を
「
鳳
翔
閣
」
と
名
付
け
た
の
は
、
皇
后
宮
大
夫
の
杉
孫
七
郎
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

お
そ
ら
く
天
皇
行
幸
に
先
だ
っ
て
の
命
名
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
鳳
翔
閣
」
の
碑
が
作
ら
れ
、
鳳
翔
閣
の

傍
ら
に
立
て
ら
れ
た
。

（
二
）
明
治
二
四
年
東
宮
行
啓

明
治
二
四
年
七
月
二
七
日
、
当
寺
東
宮
で
あ
っ
た
大
正
天
皇
（
御
年
一
二
歳
）
は
、
伊
勢
行
啓
に
出
発

す
る
。
当
日
中
に
名
古
屋
に
着
し
、
翌
二
八
日
、
名
古
屋
城
並
び
に
練
兵
を
台
覧
す
る
。
二
九
日
に
は
三
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重
県
東
二
見
村
に
到
着
し
、
以
後
賓
日
館
に
長
期
逗
留
す
る
。
こ
こ
は
伊
勢
神
宮
を
参
拝
す
る
賓
客
た
ち

の
宿
泊
滞
在
施
設
と
し
て
、
伊
勢
神
宮
の
崇
敬
団
体
で
あ
る
神
苑
会
に
よ
っ
て
、
明
治
二
○
年
に
建
設
さ

れ
た
施
設
で
あ
っ
た
。
皇
室
関
係
者
も
、
伊
勢
参
拝
の
折
に
は
宿
泊
所
と
し
て
活
用
し
た
。

東
宮
の
賓
日
館
逗
留
は
、
八
月
一
九
日
ま
で
の
長
期
に
わ
た
っ
た
。
「
鳳
翔
閣
」
碑
で
は
「
巡
南
勢
」

と
表
現
し
て
い
る
が
、
東
宮
は
賓
日
館
以
外
を
巡
回
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
実
態
は
「
長
期
静
養
」
で
あ

っ
た
。

帰
途
は
、
八
月
二
○
日
に
東
二
見
村
を
出
発
し
、
鳥
羽
港
か
ら
乗
艦
し
て
武
豊
港
に
上
陸
。
鳳
翔
閣
を

訪
ね
て
松
の
植
樹
を
行
い
、
同
日
中
に
再
び
乗
船
し
て
浜
松
で
宿
泊
。
翌
二
一
日
に
東
京
に
還
啓
し
て
い

る
。東

宮
時
代
の
大
正
天
皇
の
鳳
翔
閣
滞
在
も
か
な
り
短
時
間
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
た
だ
、
慌
た
だ
し
い
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
中
で
、
あ
え
て
、
武
豊
に
上
陸
し
て
鳳
翔
閣
を
訪
ね
て
い
る
こ
と
に
は
、
父
親
の
明
治
天

皇
の
事
跡
を
な
ぞ
ろ
う
と
い
う
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
三
）
大
正
九
年
の
建
碑
と
聖
蹟
化
へ
の
道

鳳
翔
閣
は
、
当
初
料
亭
と
し
て
構
想
さ
れ
、
明
治
天
皇
の
行
幸
を
契
機
と
し
て
行
在
所
と
な
っ
た
が
、

そ
の
後
は
料
亭
と
し
て
の
営
業
を
許
さ
れ
た
。
明
治
二
○
年
の
行
幸
後
、
料
亭
と
し
て
一
時
栄
え
た
が
、

や
が
て
客
足
も
遠
の
き
、
三
年
後
に
は
閉
店
と
な
り
、
澤
田
氏
の
手
に
渡
っ
た
。
そ
の
後
も
、
大
正
天
皇

始
め
、
皇
族
の
行
啓
時
の
滞
在
所
と
な
っ
た
と
い
う
が
、
昭
和
三
四
（
一
九
五
九
）
年
の
伊
勢
湾
台
風
の

時
に
倒
壊
し
、
つ
い
に
再
建
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
や
が
て
長
尾
山
は
平
地
と
な
り
、
鳳
翔
閣
の
跡

も
消
え
て
し
ま
っ
た
。

大
正
九
年
の
「
鳳
翔
閣
」
碑
の
建
碑
に
つ
い
て
は
、
そ
の
経
緯
を
記
し
た
資
料
等
は
見
つ
け
ら
れ
て
お

ら
ず
、
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
明
治
天
皇
聖
蹟
の
動
き
と
関
連
が
あ
る
も
の
と
推
測
す
る
。

大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
、
「
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
法
」
が
制
定
さ
れ
、
明
治
天
皇
が
行
幸
す
る
な

ど
し
た
縁
の
深
い
場
所
は
「
明
治
天
皇
聖
蹟
」
と
し
て
国
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ

へ
至
る
前
史
を
ま
ず
概
観
す
る
。

明
治
維
新
後
、
廃
仏
毀
釈
の
風
潮
の
中
で
伝
統
的
な
文
化
や
文
物
を
保
護
す
る
動
き
が
出
て
く
る
。
明

治
三
○
（
一
八
七
九
）
年
に
は
「
古
社
寺
保
存
法
」
が
制
定
さ
れ
、
皇
室
に
関
わ
る
寺
社
あ
る
い
は
歴
史

上
由
緒
の
あ
る
社
寺
の
建
造
物
、
宝
物
の
保
存
に
も
っ
ぱ
ら
目
が
向
け
ら
れ
る
。
民
間
で
も
「
帝
国
古
蹟

取
調
会
」
が
結
成
さ
れ
、
史
蹟
の
認
識
を
高
め
る
民
間
運
動
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
動
き
を
受
け
て
、

明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
三
月
、
貴
族
院
議
会
に
「
史
蹟
及
天
然
記
念
物
ニ
関
ス
ル
件
」
が
建
議
さ
れ
、

可
決
さ
れ
る
。
同
年
一
一
月
に
は
、
建
議
案
提
出
者
が
中
心
と
な
っ
て
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
保
存
協
会

が
発
足
し
、
世
論
喚
起
の
運
動
を
展
開
す
る
。
こ
の
会
は
民
間
と
は
い
い
な
が
ら
、
当
時
の
顕
官
貴
紳
学

者
に
よ
る
任
意
団
体
で
あ
り
、
事
務
所
を
内
務
省
に
置
く
と
い
う
、
事
実
上
、
国
策
を
推
進
す
る
存
在
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
明
治
天
皇
の
死
去
を
は
さ
ん
で
、
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
か
ら
、
活
動
広
報
誌
「
史

蹟
名
勝
天
然
記
念
物
」
の
刊
行
が
は
じ
ま
り
、
具
体
的
な
史
蹟
等
の
候
補
を
順
次
あ
げ
て
ゆ
く
。
こ
う
し

た
動
き
を
受
け
て
大
正
八
年
の
「
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
法
」
の
制
定
と
な
っ
た
。

法
制
定
を
受
け
、
各
府
県
で
は
、
自
府
県
に
お
け
る
明
治
天
皇
の
訪
問
先
、
す
な
わ
ち
聖
蹟
候
補
地
の

調
査
選
定
が
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
愛
知
県
が
大
正
八
年
に
発
行
し
た
「
愛
知
縣
聖
蹟
誌
」（
１
）

も
、
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

県
知
事
の
宮
尾
舜
治
に
よ
る
「
序
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
（
□
は
空
格
）。
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明
治
維
新
車
駕
東
幸
の
際
、
□
明
治
天
皇
始
め
て
蹕
を
縣
下
に
駐
め
さ
せ
給
ひ
し
以
來
、
本
縣
は
屢

々
行
幸
の
威
儀
を
拜
す
る
の
機
會
に
遭
遇
し
、
一
般
縣
民
の
□
先
帝
陛
下
の
御
偉
德
を
瞻
仰
追
慕
す

る
の
念
最
も
切
な
る
も
の
あ
り
。
曩
に
松
井
前
本
縣
知
事
、
縣
下
所
在
の
聖
蹟
か
年
所
を
經
る
に
隨

ひ
、
湮
滅
に
歸
せ
む
こ
と
を
憂
ひ
、
堀
田
文
學
士
に
囑
し
て
、
之
か
調
査
編
述
の
任
に
膺
ら
し
む
。

今
や
業
成
り
、
愛
知
縣
聖
蹟
誌
と
名
け
、
將
に
之
を
剞
劂
に
附
せ
ん
む
と
す
。

愛
知
県
は
、
明
治
天
皇
の
訪
問
と
い
う
栄
誉
を
受
け
る
こ
と
が
多
く
、
県
民
の
先
帝
へ
の
追
慕
の
念
も

強
い
。
し
か
し
、
年
月
の
経
過
に
よ
り
、
聖
蹟
が
湮
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
そ
こ
で
明
治

天
皇
の
行
幸
の
地
、
皇
后
や
東
宮
の
行
啓
の
地
を
調
査
し
、
記
録
し
て
出
版
す
る
の
だ
、
と
い
う
。

そ
し
て
、
本
文
で
は
、
明
治
元
年
の
東
幸
か
ら
始
め
、
天
皇
・
皇
后
・
皇
太
后
の
愛
知
県
訪
問
を
年
を

追
っ
て
記
し
て
い
き
、
霊
柩
の
通
過
を
含
め
、
二
十
八
回
の
行
幸
啓
に
つ
い
て
詳
述
す
る
。
さ
ら
に
「
附

録

聖
蹟
地
方
別
略
史
」
と
し
て
、
聖
蹟
と
み
な
し
う
る
土
地
・
場
所
と
し
て
、
名
古
屋
市
名
古
屋
離
宮

以
下
を
列
記
し
て
い
る
。

こ
の
文
書
は
、
愛
知
県
内
に
お
け
る
明
治
天
皇
聖
蹟
候
補
地
を
推
薦
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
、
県
に

よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
国
や
関
係
機
関
へ
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
「
愛
知
縣
聖
蹟
誌
」
の
中
で
、
本
文
の
「
第
十
一
章

京
都
よ
り
還
幸
（
明
治
二
十
年
二
月
）
」

の
「
武
豊
行
幸
」
の
項
に
鳳
翔
閣
で
の
滞
在
が
、
「
陸
海
軍
対
抗
演
習
」
の
項
に
大
演
習
の
観
覧
の
様
が

記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
聖
蹟
地
方
別
略
史
」
で
は
「
武
豊
町
行
在
所
」
「
迎
戸
御
野
立
所
」
「
武
豊
村

御
小
休
」
の
三
箇
所
が
聖
蹟
候
補
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
２
）

。

こ
の
聖
蹟
関
連
文
書
と
「
鳳
翔
閣
」
碑
は
、
い
ず
れ
も
大
正
九
年
に
完
成
し
た
。
二
つ
の
事
業
は
、
同

時
並
行
で
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
明
治
天
皇
の
武
豊
訪
問
滞
在
を
記
念
す
る
「
鳳
翔
閣
」
碑
は
、
武
豊
長
尾
山
を
、
明
治
天

皇
聖
蹟
の
ひ
と
つ
と
し
て
顕
彰
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
、
愛
知
県
に
よ
っ
て
、
作
成
、
建
立
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
明
治
天
皇
聖
蹟
指
定
運
動
の
一
環
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

明
治
天
皇
聖
蹟
は
、
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
に
至
り
、
文
部
省
告
示
（
官
報
第
二
○
五
三
號
）
と
し

て
最
初
の
史
蹟
指
定
が
あ
り
、
「
行
在
所
」
「
小
休
所
」
「
御
野
立
所
」
な
ど
八
六
件
が
指
定
さ
れ
た
。
愛

知
県
で
は
、
名
古
屋
大
本
営
等
四
件
が
対
象
と
な
っ
た
が
、
「
長
尾
山
御
野
立
所
」
も
そ
の
ひ
と
つ
に
選

ば
れ
た
（
３
）

。
具
体
的
に
は
、
鳳
翔
閣
を
含
む
長
尾
山
全
体
が
対
象
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
昭
和
九
（
一

九
三
四
）
年
に
、
聖
蹟
で
あ
る
こ
と
を
示
す
「
明
治
天
皇
長
尾
山
御
野
立
所
」
の
石
柱
が
作
ら
れ
た
（
現

存
、
「
鳳
翔
閣
」
碑
隣
）
。
さ
ら
に
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
刊
行
の
「
文
部
省

史
跡
調
査
報
告
」

第
九
輯
に
お
い
て
、
史
跡
の
現
状
が
、
文
字
説
明
と
四
枚
の
図
版
（
「
指
定
区
域
図
」「
鳳
翔
閣
平
面
図
」

「
観
兵
台
写
真
」「
鳳
翔
閣
写
真
」）
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
明
治
天
皇
聖
蹟
は
、
昭
和
二
三
（
一
九
四
八
）
年
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
示
に
よ
り
一
斉
に
指
定
解
除
さ

れ
る
。
そ
れ
は
「
天
皇
に
た
い
す
る
過
剰
な
尊
敬
に
関
係
す
る
も
の
で
…
…
明
治
天
皇
が
使
用
し
た
場
所

や
明
治
天
皇
ゆ
か
り
の
特
定
の
場
所
に
た
い
し
て
示
さ
れ
る
特
別
の
敬
意
」
が
あ
り
、
格
下
げ
さ
せ
る
べ

き
で
あ
る
、
と
い
う
趣
旨
に
基
づ
く
。
戦
後
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
こ
う
し
た
評
価
は
、
戦
前
に
お
い
て
、
明
治
天

皇
聖
蹟
が
、
天
皇
へ
の
敬
意
を
涵
養
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

「
鳳
翔
閣
」
碑
は
、
武
豊
の
地
を
、
明
治
天
皇
と
い
う
権
威
と
結
び
つ
け
、
特
別
の
場
所
、
い
わ
ば
聖

地
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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四
．
主
な
参
考
資
料

①
翻
刻

○
「
文
化
財
探
訪

鳳
翔
閣
」
（
「
広
報

た
け
と
よ
」
二
○
○
八
・
七
・
一

N
o.831

）
に
要
約
掲
載

31

②
論
文
な
ど

・
精
園
「
武
豊
懐
舊
誌
」
（
自
筆
）
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
（
複
写
製
本
一
九
九
四
）
［
武
豊
町
立
図

書
館
蔵
］

○
『
武
豊
町
誌
』
一
九
七
九
～
一
九
八
六
年
。

・
本
文
編
、
一
九
八
四
年
。

・
成
田
新
左
衛
門
手
記
「
武
豊
行
在
所
」（
『
亀
崎
町
史
』
昭
和
二
○
（
一
九
四
五
）
年
）
よ
り
抜
粋
）［
引

用
：
『
武
豊
町
誌
』
資
料
篇
２
（
一
九
八
三
）
、
及
び
「
武
豊
町
歴
史
民
俗
資
料
館
研
究
紀
要
」
３
（
一

九
八
九
）
に
収
録
］

・
楠
喬
「
明
治
天
皇
と
日
本
最
初
の
陸
海
連
合
大
演
習
」
（
昭
和
四
七
（
一
九
七
二
）
年
）
。［
引
用
：
同

前
］

○
宮
内
庁
『
明
治
天
皇
紀
』
６
、
吉
川
弘
文
館
（
一
九
七
一
年
）
。
同
７
（
一
九
七
二
年
）。

○
愛
知
縣
『
愛
知
縣
聖
蹟
誌
』
一
九
一
九
年
、（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）

○
文
部
省
「
史
跡
調
査
報
告
」
第
九
輯
（
明
治
天
皇
聖
蹟
）
一
九
三
六
年
、
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ

ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
。
同
第
十
一
輯
、
一
九
三
七
年
。

以
上

注（
１
）
愛
知
縣
、
大
正
九
年
発
行
。
現
物
は
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
閲
覧
で
き
る
。

（
２
）
「
武
豊
町
行
在
所
」
「
迎
戸
御
野
立
所
」
は
、
明
治
二
○
年
の
行
幸
時
の
も
の
で
、
本
文
で
述
べ

た
よ
う
に
、
あ
わ
せ
て
「
長
尾
山
御
野
立
所
」
と
し
て
史
跡
指
定
を
受
け
た
。
「
武
豊
村
御
小
休
」
は
、

明
治
二
三
年
の
大
演
習
の
際
、
海
軍
大
将
と
陸
軍
大
将
の
御
正
服
を
召
し
替
え
た
籾
山
與
兵
衛
（
味
噌
醸

造
業
「
原
田
屋
」
）
の
屋
敷
で
あ
る
。
昭
和
一
二
年
に
史
跡
指
定
を
受
け
、
同
一
三
年
に
記
念
の
石
柱
を

立
て
た
（
現
存
）。

（
３
）「
官
報
」
第
二
○
五
三
號
、
昭
和
八
年
十
一
月
二
日
。

以
上

二
○
二
三
年
十
月

薄
井
俊
二
訳
す

二
○
二
四
年
一
月

薄
井
俊
二
修
訂
版


